
入札公告 
 

次のとおり、一般競争入札（総合評価落札方式）に付します。 
                       

平成２７年１月１６日 
                  

支出負担行為担当官  
静岡労働局総務部長 生方 勝 

                       
１ 調達内容 
（１）調達件名及び数量 
   平成２７年度 若年者地域連携事業 
（２）調達件名の仕様書等 

入札説明書による。 
（３）契約期間 平成２７年４月１日（予定）から平成２８年３月３１日まで 
（４）履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所 
（５）入札方法 

入札金額は総価を記入すること。 
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、下記３（２）に定

める期日までに、企画書を提出すること。 
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パ

ーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 
 

２ 競争参加資格 
(1) 予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人、

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。 

(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

(3) 平成 25・26・27 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務

の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者

であること。 

(4) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(5) 次に掲げる全ての事項に該当する者であること。 

なお、法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法（昭和 23 年法

律第 25 号）第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に



関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）で定められた用語のうち「親会社」、

「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 

ア 企画書提出時点において、過去５年間に職業安定法（昭和 22 年法律第

141 号）若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）（第 3章第 4節の規定を除く。）

の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこ

と。（これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出

時までに是正を完了しているものを除く。） 

イ 労働保険・厚生年金・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未

適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと（企画書提出時において、

直近 2年間の当該各保険料の未納がないこと。）。 

ウ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

エ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）に基づく

障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用してい

ること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率

の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 

オ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号）第 9

条に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 

カ 企画書提出時から過去 3 年間において、上記以外の法令等違反があり、

社会通念上著しく信用を失墜しており、本事業の実施に支障を来すと判断

されるものでないこと。具体的には、法令等違反により送検された者では

ないこと。 

キ 提出書類に虚偽の事実を記載した者ではないこと。 

ク 経営の状態又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であるこ

と。 

ケ 技術審査委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者が属する

事業者でないこと。 

(6) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるもの

として、国発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。 

(7) 入札参加グループでの入札について 

① 単独で本実施要項に定める業務の全てが担えない場合は、適正に業務を

遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札

書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定

め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業

及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入



札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入

札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）を作成す

ること。 

② 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）に基づき設立された事

業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場

合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独

で入札に参加することはできないものとする。 

③ 全ての入札グループが上記(１)から(６)の全ての要件を満たすこと。 

 

３ 企画書の提出場所等 
（１）入札説明書の交付場所、企画書の提出場所及び本入札に関する問い合わせ

先 
〒420-8639 静岡県静岡市葵区追手町９番５０号  

静岡地方合同庁舎５階 
      静岡労働局職業安定部職業安定課 担当：伊藤、金原 
      ＴＥＬ：０５４－２７１－９９５８（内線５５８） 

（２）企画書の提出期限 
平成２７年２月１６日（月）１６時００分 

（３）企画書の提出方法 
原則、上記（１）まで直接提出（持参）すること。 
郵送（書留郵便に限る。）も可とするが、上記（１）あてに企画書の提

出期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その

責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。 
 なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。 

（４）プレゼンテーションの日時及び場所 

    入札参加者は、技術審査委員会に対する企画内容のプレゼンテーション

を行う。 

日時 平成２７年２月２４日（火）９時３０分 
  場所 静岡県静岡市葵区追手町９番５０号 

静岡地方合同庁舎 地下会議室 

 

４ 入札書の提出場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

〒420-8639 静岡県静岡市葵区追手町９番５０号 
      静岡労働局総務部総務課会計１係 担当：池田 
      ＴＥＬ：０５４－２５４－６３９３（内線１３２） 

（２）入札説明会の日時及び場所 



日時 平成２７年１月２６日（月）１３時３０分 
場所 静岡県静岡市葵区追手町９番５０号 

静岡地方合同庁舎 地下会議室 

（３）入札書の提出期限 
平成２７年２月１６日（月）１６時００分 

（４）入札書の提出方法 
本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりが

たい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式によ

ることができる。代理人が紙により入札を行う場合は、入札時までに委任

状が必要となる。 
なお、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められ

ない。 
（５）開札の日時及び場所 

日時 平成２７年３月５日（木）１３時３０分 
場所 静岡県静岡市葵区追手町９番５０号 

静岡地方合同庁舎 地下会議室 

 

５ その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 
（２）入札保証金及び契約保証金 免除 
（３）入札者に要求される事項 

   この入札に参加を希望する者は、上記２の競争参加資格を有することを証

明する書類を企画書とともに提出しなければならない。 
また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた

場合は、これに応じなければならない。 
（４）入札の無効 
   本公告に示した参加競争資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義

務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出し

た入札書は無効とする。 
（５）契約書作成の要否  要 
（６）落札者の決定方法 
   本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であ

って、予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であ

り、入札説明書等で指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求

要件をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合

評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。ただし、落札者となるべき者の

入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお



それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い

者を落札者とする。 
（７）手続きにおける交渉の有無  無 
（８）その他  

詳細は入札説明書による。 
なお、平成２７年度予算の編成状況によっては、仕様の内容等について変更が

生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議すること。 
 



､巳一、

▲

入札説明書

平成２７年度若年者地域連携事業

静岡労億h局総務部総【務高果

＝．



静岡労働局総務部総務課の特定調達契約に係わる入札公告(平成２７年１月

１６日付)に基づく入札等については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令（昭和５５年政令第３００号)に定めるもののほか、この入札説

明書によるものとする。

契約担当官等

支出負担行為担当官静岡労働局総務部長生方勝

◎調達機関番号０１７

．所在地番号２２

１調達内容

（１）調達件名及び数量

平成２７年度若年者地域連携事業

（２）調達件名の仕様書等

仕様書（別紙１）及び若年者地域連携事業委託要綱（別添）による。

（３）契約期間平成２７年４月１日（予定）から平成２８年３月３１日まで

（４）履行場所支出負担行為担当官の指定する場所

（５）入札方法

入札金額は総価を記入すること。

落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、下記３（２）に定

める期日までに、企画書を提出すること。

なお、落札決定に当たっては､入札書に記載された金額に当該金額の８パ

ーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず､見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２競争参加資格

（１）予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐

人、被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別な理由がある場合に該当する。

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）平成２５．２６．２７年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役

務の提供等」において、「B」、「C」又は「､」の等級に格付けされ、東

海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。

（４）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。

（５）次に掲げる全ての事項に該当する者であること。



なお、法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法（昭和23年法

律第25号）第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則(昭和38年大蔵省令第５９号)で定められた用語のうち｢親会社｣、

「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。

ア企画書提出時点において、過去５年間に職業安定法（昭和２２年法律第

１４１号）若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律(昭和60年法律第88号）（第３章第４節の規定を除く。）

の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこ

と。（これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出

時までに是正を完了しているものを除く。）

イ社会保険等(厚生年金保険､健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、

船員保険､国民年金､労働者災害補償保険及び雇用保険をいう｡）に加入し、

該当する制度の保険料の滞納がないこと。（企画書提出時において、直近

２年間の当該各保険料の未納がないこと。）。

ウ法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

エ障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づく

障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用してい

ること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率

の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。

オ高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９

条に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。

力企画書提出時から過去３年間において、上記以外の法令等違反があり、

社会通念上著しく信用を失墜しており、本事業の実施に支障を来すと判断

されるものでないこと。具体的には、法令等違反により送検された者では

ないこと。

キ提出書類に虚偽の事実を記載した者ではないこと。

ク経営の状態又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であるこ

と。

ケ技術審査委員会の構成員である外部有識者本人又はこれらの者が属する

事業者でないこと。

（６）警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるも

のとして、国発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。

（７）入札参加グループでの入札について

①単独で本実施要項に定める業務の全てが担えない場合は、適正に業務を

遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札



書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定

め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業

及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入

札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入

札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）を作成す

ること。

②中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された事

業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場

合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独

で入札に参加することはできないものとする。

③全ての入札グループが上記(1)から(6)の全ての要件を満たすこと。

３企画書の提出場所等

（１）入札説明書の交付場所、企画書の提出場所及び本入札に関する問い合わ

せ先

〒420-8639静岡県静岡市葵区追手町９番５０号

静岡労働局職業安定部職業安定課担当：伊藤、金原

ＴＥＬ：０５４－２７１－９９５８（内線５５８）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：gr-22-koukou@user,esb・lnhlw・ｇｏ.』ｐ

なお、入札説明書の内容や入札に係る事項について、入札説明会後に質

問を行うことができる。質問は原則として電子メールにより行い、質問内

容及び労働局からの回答は原則として都道府県労働局ホームページ上に公

開することとする。ただし、当該質問者の権利や競争上の地位等を害する

おそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取した上で公開さ

れない場合がある。

（２）企画書の提出期限

平成２７年２月１６日（月）１６時００分

（３）企画書の提出方法

原則、上記（１）まで直接提出（持参）すること。

郵送（書留郵便に限る。）も可とするが、上記（１）あてに企画書の提

出期限までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その

責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。

なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。

（４）企画書の内容・提出書類

企画書の構成は次のとおりとし、記載内容を補足する資料を適宜添付し

ても差し支えない。



ａ表紙

応募者の住所、名称及び連絡先を明記すること。

ｂ企画書本体

別紙２の様式を参考に作成すること。その際、提案する各事業が仕様

書第２の４（１）①～⑭にいずれに該当するかを明確にし、順番に並べる

とともに、事業ごとにその目的、概要、対象者、実施回数等をできる限り

明確にすること。

また、事業ごとに定量的な目標を設定することとし、把握方法も記載

すること。その際、できる限りアウトカム目標とすること。（なお、求め

られる水準については、仕様書別紙２のとおり）

併せて、本事業を実施するための組織体制について可能な限り詳細に

記載すること。センターや実施地域の企業、学校、行政機関等との連携体

制についても可能な限り詳細に記載すること。

ｃ企画書等概要

別紙３の様式を参考に作成すること。記載にあたっては､企画書等につ

いて特に特徴的であると考えるポイントを押さえながら、指定の字数以

内で簡潔にまとめること。また、企画書の該当頁がわかるように記載す

ること。

ｄ会社概要が分かる資料

ｅ過去１０年以内の類似・関連事業における実績説明書

ｆ別紙４の誓約書

ｇ関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条

で規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」及び

当該事業者が他の会社等の関連会社である場合は当該他の会社等とい

う。）がある場合は、別紙５の当該関係会社一覧表

ｈ障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく一般事業主に係る直近の

障害者雇用状況報告書（障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に基づき厚生労働大臣が定

める様式（昭和５１年告示第１１２号）第６号（様式３５）又は第６号

の２（１）及び(２）（様式３６及び３７））の写し。また、当該報告書の

報告時点から入札時点までの全従業員及び障害者（いずれも常用労働者

に限る。）の雇用状況が明らかになる書類（別紙６）。さらに常用労働

者が２００人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者

雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることが

証明できる書類（任意様式）。

ｉ平成25.26.27年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の(写）



ｊ暴力団排除に関する誓約書（別紙７）

（５）プレゼンテーションの日時及び場所

入札参加者は、技術審査委員会に対する企画内容のプレゼンテーション

を行う。

日時平成２７年２月２４日（火）９時３０分

場所静岡県静岡市葵区追手町９番５０号

静岡地方合同庁舎地下会議室

４入札書の提出場所等

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒420-8639静岡県静岡市葵区追手町９番５０号

静岡労働局総務部総務課会計第１係担当：池田

ＴＥＬ：０５４－２５４－６３９３（内線１３２）

（２）入札説明会の日時及び場所

日時平成２７年１月２６日（月）１３時３０分

場所静岡県静岡市葵区追手町９番５０号

静岡地方合同庁舎地下会議室

（３）入札書の提出方法

本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがた

い者は、支出負担行為担当官に書面（別紙１２）により申し出の上、紙入札

方式によることができる。代理人が紙により入札を行う場合は、入札時まで

に委任状が必要となる。

なお、郵便、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められ

ない。

（４）入札書の提出期限

①電子調達システムにより入札を行う場合

平成２７年２月１６日（月）１６時００分

（電子調達システムに到着するように提出すること。なお、電子調達シス

テムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調

達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って

行うものとする｡）

②紙により入札を行う場合

平成２７年２月１６日（月）１６時００分(電子調達システムと同時刻）

（郵送の場合は受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認

をする必要がある｡）



【入札書の提出方法】

入札書は別紙１０及び別紙１１の様式にて作成し、直接に提出する場

合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又

と朱書しなければならない。

郵便（書留郵便に限る｡）により提出する場合は、二重封筒とし表封筒

に「３月５日開札平成２７年度若年者地域連携事業入札書在中」

の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記

し、上記４（１）の宛名へ入札書の受領期限までに送付しなければなら

ない。

なお､電報､ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

（５）入札の無効

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又

は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効

とする。

②国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（昭和５５年

政令第３００号）第８条第３項の規定に基づき入札書を受領した場合で

あって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有する

と認められなかった時は、当該入札書は無効とする。

③誓約書（別紙７）及び役員等名簿（別紙７－１）を提出しない者の入札

は無効とする。また、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反する

こととなった場合も、その入札は無効とする。

④入札書（別紙１０）に記載誤りが認められる場合は、その入札は無効と

する。

（６）入札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を

公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入

札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

（７）代理人による入札

①代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定

める委任の手続きを終了しておかなければならない。

技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きを

する時点までに委任の手続きを完了させておくこと。

なお、電子調達においては、複代理人による応札は認めない。

②代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称



又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押

印(外国人の署名を含む。）をしておくとともに、開札時までに別紙１１

の様式による代理委任状を提出しなければならない。

③入札者又はその代理人は､本件調達に係る入札について他の入札者の代
理人を兼ねることができない。

5開札

（１）開札の日時及び場所

日時平成２７年３月５日（木）１３時３０分

場所静岡県静岡市葵区追手町９番５０号

静岡地方合同庁舎地下会議室

（２）電子調達システムによる入札の場合（－部が電子調達システムによる場

合を含む）

電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要で

あるが、入札者又はその代理人は、開札時刻後に端末により結果を確認す

るものとする。

（３）紙による入札の場合（入札者全員が紙による入札の場合）

①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

②入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係

職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権

限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。

③入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情

があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

④入札結果については、開札後、別途（電話・メール等）通知するものと

する。（電子入札による参加業者がない場合は、会場にてする｡）

（４）再度入札の取扱い

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格

の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度入札を行う。

なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す日時までに再

度の入札を行うものとする。

６その他

（１）契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨

（２）入札保証金及び契約保証金免除



（３）入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、上記２の競争参加資格を有することを

証明する書類を企画書とともに提出しなければならない。

また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

（４）落札者の決定方法

本業務を実施する者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、評価は

労働局及び専門的知識を有する外部有識者で構成する労働局の技術審査委員会

において行うものとする。

①落札者決定に当たっての質の評価項目の設定

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・

趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なもの

であるか（加点項目審査）について行うものとする。なお、点数は技術審査委

員会の各委員の採点の平均点とする。

ア．必須項目審査（30点）

必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必

須項目を満たしていることを確認する。項目が満たされている場合には基礎

点として加点を行う。一つでも満たしていない場合は失格とし、すべて満た

した場合､基礎点として､３０点とする（別紙８「評価基準及び採点表｣参照)。

（ア)業務実施の基本方針の適格性

（イ)組織としての業務実施能力等

の)組織・人員体制について

イ．加点項目審査（270点）

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目について審査を行

う。なお、提案内容については、評価基準及び採点表に記載する観点から、

絶対評価により加点する。評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を

評価し、各項目に付与された点数に０点から５点を付与する。各項目に付与

された得点に、その項目の重要度に応じて設定されたウエイトを乗じた点数

を合計し、その合計点を技術点とする。加点項目については別紙８「評価基

準及び採点表」のとおり。

②落札者決定に当たっての評価方法

ア．落札者の決定方法

（ア)落札方式

次の要件をともに満たしている者のうち、次の「(イ)総合評価点の計算」

によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。

（ａ)入札価格が予定価格の範囲内であること。



（ｂ)評価基準及び採点表に記載される要件のうち､必須項目をすべて満た

していること。

（イ)総合評価点の計算

総合評価点＝（基礎点30点十加算項目審査による加算点270点）÷入札

価格

イ．留意事項

（ア)当該落札者の入札価格が予定価格の６割に満たない場合は、その価格に

よって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

るかという観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれが

あると認められた場合､又は契約の相手方となるべき者と契約を締結する

ことが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認

められた場合には､予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の

者のうち、総合評価点が最も高い１者を落札者として決定することがあ

る。

当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な

人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正

か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等）

（a）当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任

兼任の別、事業分担等が適切か否か等）

（b）当該契約期間中における他の契約請負状況

（c）手持機械その他固定資産の状況

（｡)国の行政機関及び地方公共団体等に対する契約の履行状況

（e)経営状況

（f)信用状況

手続きにおける交渉の有無無（５）手続きにおける交渉の有無無

（６）契約書の作成

①競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を

取り交わすものとする。

②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、

まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該

契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

③上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは､当該契

約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。

④支出負担行為担当官が､契約の相手方とともに契約書に記名押印しなけれ

ば、本契約は確定しないものとする。



（７）契約の締結

契約期間は平成２７年４月１日からとする。ただし、契約締結日（履

行期間又は契約期間の初日）までに政府予算案（暫定予算を含む｡）が成

立していない場合は､契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、

暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や､′

本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる

可能性があるので、その際は双方で別途協議する。

（８）支払条件

業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から、３０日

以内に契約金額を支払う。

（９）障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおり

とする。

・電話０５７０－０１４－８８９

（受付時間：平日８：３０～１８：３０）

・ＦＡＸＯ１７－７３１－３１７８

・ＵＲＬｈｔｔｐｓ://WWW､gepsgo.』p/contactus

ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要す

る場合には、４（１）の問合せ先に連絡すること。

(10）その他

平成２７年度予算の編成状況によっては、仕様の内容等について変更が仕様の内容等について変更が生じ

る可能性があるので、その際は双方で別途協議すること。
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別紙１

若年者地域連携事業に係る仕様書

１



第１総則

１事業名

若年者地域連携事業

２本事業の目的

若年者を取り巻く雇用環境については、失業率が年齢計に比べて高水準で推移する

とともに、フリーターについてはいまだ多い状況にあり、若年労働者の早期離職率も

高水準で推移するなど、なお厳しい状況が続いている。

このため、厚生労働省は、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとと

もに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、地域による若年者の

ためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ｡以下｢センター」という｡）

の整備を推進しているところである。

センターは、地方自治体と地域の企業、学校等との幅広い連携・協力の下、地域の

実情に応じた若年者に対する職業、能力開発等に関する情報提供、インターンシップ

等の職業体験機会の確保、キャリア・コンサルティング、職業紹介等の雇用関連サー

ビスをワンストップで提供する施設として、地域による主体的な取組により、都道府

県が中心となって設置するものである。

厚生労働省としては、センターの整備を推進し、地域との連携・協力による効果的

な若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンターにおいて実施する

とともに、都道府県の要請に応じ、公共職業安定所等（以下「安定所」という｡）を併

設して、センターを利用する若年者に対する職業紹介を行うこととしている。

３事業の実施期間等

（１）事業の実施期間

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（２）その他

契約締結日(履行期間又は契約期間の初日）までに政府予算案(暫定予算を含む｡）

が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定

予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協

議する。

４委託費に関する考え方

２



（１）受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経

費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上すること

はできない。具体的には別紙１を参照すること。

（２）都道府県労働局（以下「労働局」という｡）は、精算時に受託者の支出を精査し、

不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。

（３）委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額

とする。

（４）経饗が契約額を超える額については、受託者の負担とする。

（５）受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない｡また、

委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。

５公正な取扱い

（１）受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく

支援の提供を拒んではならない。

（２）受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行

う事業の利用の有無により区別してはならない。

若者地域連携事業の詳細

１事業の概要

地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若者（４０代前半までの

不安定就労者を含む｡）を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、

安定した雇用に結びつけることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の４に掲げ

る醜業(職業紹介事業に該当する事業を除く｡）を実施するため､民間事業者に対し、

若年者地域連携事業を委託するものである。

第２

２支援対象者

学生・生徒を含むおおむね３５歳未満の若年者（なお、３５歳～４０代前半の不安

定就労者であって、４における若年者向けの各種事業が当該者の就職を実現する上で

効果的であると見込まれる場合については、支援対象者に含むものとする｡）

３実施箇所

センターにおいて実施することを基本とする。

４事業の内容等

３



事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すぺき

事業内容を別紙２に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となる

よう検討すること。また、本事業における従来の実施状況に関する情報について別

紙３に示すので参考とすること。

(1)事業内容

①若年者の採用拡大のための広報及び啓発等

事業主に対して、就業経験の少ない者やフリーター等の若年者に対する採用意

欲の喚起を図るため、若年者の採用を促す幅広い広報及び啓発を実施する。

また、事業主及び若年者に対して「若者応援企業宣言」事業の周知・広報を実

施する。

②若年者に対する企業説明会の実施

地域の事業所に関する若年者の理解を深めるため、職業選択のミスマッチを防

ぐとともに、若年者の継続的就労の促進を図るため、事業主が当該事業所の事業

の概要、業務の内容、求人の内容等を若年者に説明する企業説明会を開催する。

③若年者に対する中小企業職場見学会の実施

地域の中小企業の強みや魅力等を再発見し、若年者の中小企業に対する理解を

深め、職業意欲を醸成するため、学生・生徒やフリーター等の採用意欲の高い中

小企業との交流の場として、職場見学会を実施する。

④若年者に対する職場実習機会の確保

地域の事業所に関する若年者の理解を深めるとともに、自ら適性や能力につい

て見極めるため、業務遂行に必要な実務能力の向上を図るため、若年者が実際に

事業所において、業務を体験する機会を提供する。

⑤若年者による集団的就職活動の支援

就職活動方式等を習得するため、センターの利用者の参加を募り、講習会や企

業との交流会、相互の意見交換や情報の交換、ロールプレイングなどのグループ

ワーク等により、主体的な就職活動を実践する。

⑥ネットカウンセリングの実施

センターが開設するホームページを活用し、センターへの日常的な来所が困難

な若年者等に対するカウンセリングや就職関連情報の配信等を実施する。

⑦フリーターに対する就職支援

不安定な就労を繰り返すフリーター等を対象とし、正規雇用化に向けた就職支

援を促進するため、セミナーやカウンセリング、職場見学会等の就職支援を実施

する。

③年長フリーター等に対する就職支援

４



就職氷河期に正社員になれなかった３５歳～４０代前半の不安定就労者（｢年

長フリーター等」という｡）の正規雇用を促進するため、年長フリーター等に特化

したセミナーや、カウンセリング等の就職支援を実施する。

⑨内定者に対する講習会の実施

職業生活に円滑に移行できるよう入職に向けた心栂え、不安の解消を図るとと

もに、採用時の事業主の負担を軽減するため、採用が内定した若年者に対する講

習会等を実施する。

⑩若年労働者の職場定着促進に関する支援

若年労働者の職場定着の促進を目的とし、若年労働者が職場でのコミュニケー

ション能力の向上や、職場における人間関係を円滑に図るため、継続就業の動機

付けに資する講習や相互交流会等を実施する。

⑪ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援

若者の就職支援の資質の向上を図るため、同一の経済圏内において、産業構造

が異なる各地域が、それぞれの特性を活かしつつ、ブロック単位でのカウンセラ

ーや担当者による交流会等を開催し、若者の実態、課題についての意見交換を実

施する。

⑫高校中退者に対する就職支援

高校中退者については高卒者よりも不安や悩みを抱えている者が多いため退

学後の進路が不明になりやすく、また就職支援をより手厚く行う必要があること

から、高校中退者を対象とした職場見学会等を実施する。

⑬サービス向上等のための取組の実施

利用者への効率的な就職支援及びサービス向上のために、利用者へのアンケー

トや意見を聴取するための意見交換会を実施する。

⑭その他関連事業

①から⑬までに掲げるもののほか、若年者の安定した就職の実現に資する事業

を実施する。

また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホ

ームページの活用等により効果的に広報を実施する。パンフレット等の作成の際

は事前に委託者に相談を行うこと。

(2)コーディネーター等の配置

(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコ

ーディネーターを配極する。

①事業の企画及び実施に関する事務

②事業の実施状況の実地確認

③事業の実施結果の取りまとめ



④関係行政機関、関係団体等との連絡調整

⑤その他事業の実施に必要な事務

また、邸業の実施に当たり、コーデイネータ－とともに必要な辨務を行う事務員を

配極することができる。

６



(仕様書別紙１）

委託費の内容

委託事業の遂行に必要と認められる経費は、具体的には以下のとおり。

１事業費

①若年者の採用拡大のための広報及び啓発等

広報啓発のためのポスター原画料、印刷費、パンフレット印刷費、発送費、及び

その他の経費

②若年者に対する企業説明会の実施

企業説明会の参加依頼状の印刷費、発送費、会場費、及びその他の経費

③若年者に対する中小企業職場見学会

中小企業職場見学会の参加依頼状の印刷費、発送費、見学会実施企業までのバ

ス等経費、及びその他の経費

④若年者に対する職場実習機会の確保

事前講習会講師謝金、会場借料、資料作成費及びその他の経費

⑤若年者による集団的就職活動の支援

資料作成費、通信運搬費、及びその他の経費

⑥ネットカウンセリングの実施

カウンセラー謝金、カウンセリング用パソコンのリース及び維持管理に要した

経費、及びその他の経費

⑦フリーターに対する支援

相談員謝金､旅費､パソコンのリース及び維持管理に要した経費､通信運搬費、

職場見学会のための事前講習講師謝金、会場借料、資料作成費、セミナーの開催

のための委託費、及びその他の経費

③年長フリーター等に対する支援

相談員謝金、旅費、通信運搬費、セミナーの開催のための委託費、及びその他

の経費

⑨内定者に対する講習会の実施

セミナーの開催のための委託費、その他の経費

⑩若年労働者の職場定着促進に関する支援

若年労働者に対する講習や相互交流会のための講師謝金、講師旅費、印刷製本

費、会場借料、会議費、及びその他の経費

⑪ジョプカフェ相互の連携強化に対する支援

ジョプカフェ担当者交流会議出席者旅費、会場借料、会議資料作成費、参加依

７



頼状発送費、合同説明会会場借料、リーフレット印刷費、広報の実施に必要な費

用、及びその他の経費

⑫高校中退者に対する就職支援対策

中退者就職支援会議の会議費、就職支援会議出席者旅費、協議会資料作成費、

会議場借料、依頼状作成費

⑬支援サービス向上等のための取組実施

サービス向上のためのアンケート実施、メールによる意見受付のためのパソコ

ン借料及びその他経費

⑭その他関連事業

上記に掲げる事業以外の事業の実施に要する謝金、旅費、印刷製本費、通信運

搬費、消耗品費、会場借料その他必要と認められる経費

人件費

①謝金

管理業務を行うコーディネーター、事務員に係る謝金

②諸税及び負担金

社会保険料及び労働保険料事業主負担分（法定額）

２

３一般管理費（上記１に掲げるものは除く。）

①旅費

都道府県、労働局等関係者との連絡調整に係る交通費、関係会議への出席旅費

②庁費

備品費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、光熱費、借料、回線使用料、福

利厚生費等

再委託費

再委託費は、委託業務の一部について、受託者以外の者に再委託するのに要す

る経費。ただし、再委託割合が５０％を超えないこと。

３
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提案すべき事粟内容について (仕様害別紙2）

(1)若年者地域連携事菜の趣旨を1Miまえ､WO岡県が行うｼﾞﾖﾌﾞｶﾌﾞｴ事粟､併股されているハローワークとの迎挽を踏まえた､地域の実摘に沿った取り
組みを行う企両内容であること。
(2)事菜の実施に当たっては.労働局･静岡県と事前に樋雄･IiI整を行うこと｡また労働局･静岡県から＄薬運営上必要な要駒があった場合は.陳実に
対応すること。
(3)必要に応じ､市町村､地域経済団体､学校等と連挽を固ること。
(4)当肢粟務遂行に係り､専任者(コーディネーター)の配因が可能であること。

●平成27年底

項目
必須、ｘ＝不
要.空欄＝任

迫）

要求する内容･水準
目標支援者(利用者)数、
＝歯同数等

ア
若年者のための採用拡大
のための広報及び啓発等

○ ７月末をロ途に宜日時に提出するr事纂所PRシート(若者応担企牢
用)｣を取りまとめた冊子を作成すること．

豆貸金重DDIつＣＯ社(７月末）
冊致】3000部

イ
若年者に対する企菜脱明
会の実施

０

学生を中心に企案研究や求める人材等の理解を深める旧として､案

粗や匝租ごと'二テーマを絞った小岨模企ロ咀明会を実施すること。
テーマについては.安定皿と四蔓すること｡(なお翼瞳にあたっては外
部会期を使用すること｡）
また.閲櫨日は学纂に支障が無いようエ失すること。

【会切】東部･中部･西部
【同⑭】各会場3同哩匹
【缶、企＝】B村哩広

【｡B加者】20～30名坦度

ウ
若年者に対する中小企築
職H1見学会の実施

Ｘ

エ
若年者に対する職増実習
樫会の砿保

×

オ
若年 る集団的就､B

の支担．
○

吐師塞動圭哨める(または始めて間もな↓､)大字､短大､専修学校生

埣'二封して､｢吐毎露動のマナー｣｢自己分析｣｢職案99味｣｢仕車の価

値祖｣などに関するセミナーを実施すること｡併せて､参加者に封し②
羊Ｗア･インサイトの活用を促すこと。

②【自己分析･追性鹸査】
直色恋仲捻時システム｢キャリア･インサイト｣(閣兜:(牡)労■茜笠思
究･研修控相)を活用した琿性柚査の実飽とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸI=より大字．
短大.専門５判交生鱒の世Ⅱ孟塞nh古旧を竃歯すること｡なお､実施'二当
たっては.CD-ROMをインストールしたパソコン､プリンター(以下｢検査
用パソコン｣という｡)が必要であること｡また､検査の実窟｡bぴに
フィードバックについては.原則予約別とし､フィードバック'三ついて
は゜必ず樺qBレペル以上のｷｕＷアコンサルタント資格を有する者が
実施すること。

(1几ずおかジョブステーション(3か所)'二検査用パソコンを短置L､検
竃を実施すること｡月１．面坦底､結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ実箆日を股け
ること。

(2)各ハローワーク(IHI砺所を含む)へ検査用パソコンを持参して出張
し.検査の翼麓｡bぴにﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを実鹿すること｡鳳則､予約制に
より検査の実施後'三ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを実施すること。

【会旧】原則:しずおかジョブステーション(３挺
点）

【回数】冬型卓且１回鰻応
【参加者】各回２０名鰹庇

(1)【会旧】しずおかｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ(3拠点）
【検査の宙嘩】吋時(ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ日の予約者
のみ）

【ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ実塵曰】各包自月2日程度
(2)

【会泪】静岡県内ハローワーケ(出阻所を含む）
17拠点

【出璽釦uTnら拠貞2ヶ月に1同麹応

力 ﾈｯﾄカウンセリングの実施 Ｘ

キ
フリーター等に対

支援
する虜tHR

○

Ｌソ･ロー'四可jＵ－－叩Ｕジロｊｕ司司アーーーグ

ワーケシートやグループワークを通じて自己分析.企案研究の己亜性
や方珪を理解する。

宝nｍｍ掴､自己PRなど団醗＝を岳<暗の洋造点やHR藩好歴谷の作
成方法を学ぶ。

会４０】原NII:しずおかｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ(３挺
Ii）

同数】各拠点月１回
参加者１名□2o名狙度

会旧】原則:しずおかｼﾞｮﾌﾞｽﾃｰｼｮﾝ(ａ製
IＤ
同敏､各拠点月１回
参加者】各回20名程度

ク
年長フリーター等に対する

斡聴古坦
キとの併用

ケ
内定者に対する購晋会実
施

０

厨対応､来日対応.名刺交換等).コミュニケーションの取り方.労働
珪辱の宙話及び演習等を実鹿
餌召会の内容は.各与叫交の要、に応じて決定し、■師が学校に出向
いて実麓する。
なお.労働銭'二関するテーマl=ついては原則.労働局、且が実鹿す
る。日租Iま空室厘上壇､､しづ日鯉画翰がつかない場合は外部蹟師を
用なすること。

￣

【同堕】１０月以降､随時

．
若年労

進に関
HRjll定蒟促

。

人悶囮辱を円滑にするためのセミナーや定釘安擾'二取り組み.成果を
上Ifている亭色主を■師に担倉相互交亜会等を宴瞳すること。

なお､閲催塩所'二ついては安窟皿と世唾し､受託者が破保すること。

【会場】東部･中師･西部地蚊

【同⑬、

セミナー:各会場2回ずつ
桓宣室盛会:各会明2回ずつ
【お加者】各回20名狸度

ザ
ｼﾞｮﾌﾟｶﾌｪ相互の迩鍾強

化'二対する支援

シ
高校
支援

中退者'二対する就隅8
。

含む)を対象十1-か印配＝のち吉方や面接対策セミナーを実魔｡セミ
ナー内容については.労働局.地域若者サポートステーションと規整
する二と｡(なお.実箪にあたっては外部会場を使用すること｡）

【会旧】静岡･焼津･掛川･浜松･三＆(5会旧）
【同吐】各会期2回
【参加者】各回1ｏ名狙応

ス
サービス向上等のための

取組の実施
。

利用者への効串箆な吐血古坦画ぴサービス向上のために.利用者へ

のアンケートを空睡し.纂叶結果を活用したサービス向上に取り組む
こと。

七 その他間蓮事菜 。

夕公､~宅ワゲ、￣ＬＤ－ＴＤＤｆ。■､Ｕザびづ■ＧＡＦ~･句。－Ｆ再マタニーー､－－￣■ごタコ宅■～■￣

資する車案を実竃する．
なお事室進捗状況は安定塵まで9日告すること。

【進捗ぜ理】月1回



(仕様書別紙3）

従来の実施状況に関する情報の開示

ｌ従来の実施に要した経費 （単位:千円）
￣

平成264F度平成24年度 平成25年度

常勤quiロ
ー

非常勤職員
人件費

物件費

委託費定額部分

成果報圃専

旅費その他

220439 25,991 240476

委託費等

計(a） 220439 25,991 240476

il菫鑿
(a)＋(b） 22439 25,991 240476

(注意事項）

委配費の内訳は以下のとおり。

(注意事項）

委配費の内訳は以下のとおり。

平成24年度(実lfm

lUo638D347

754O228

aO660400

平成24年度(実lfm

lUo638D347

754O228

aO660400

平成25年度(実繊）

80979.594

1D573pl4

L358DO34

平成25年度(実繊）

80979.594

1D573pl4

L358DO34

平成26年度(典約頗）

70300.000

100550000

100500000

平成26年度(典約頗）

70300.000

100550000

100500000

L事業費

・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等

・若年者に対する企業脱明会の実砲

L事業費

・若年者の採用拡大のための広報及び啓発等

・若年者に対する企業脱明会の実砲

・若年者に対する中小企業職場且学会の実
施･高校中退者に対する就職支援

102810009 1,035,332 7400000

'雲菫'雲菫708370097

２従来の実施に要した人員 （111位:人）
￣

平成26年ZiB平成24年 平成25年度

常助職員 ４ ４ ４

コーディネーター

事務員

メールカウンセラー

３
１

３
１

非常勤､R貝

(業務従事者に求められる知鍾･座駄尊）

･＝－ディネーターについては､セミナー､イベント等の企画､運営に従卒した腫験があることb事業運営に関して関係者(労働同、
静岡県､経済団体､学校､市町村淳)との調整腿力を有しており､屈111労働1W勢に明るいこと。
･事務員については､専務作猫に必唖なパソーン操作スキル(ワード･エクセル等)を有していること③

(業務従事者に求められる知鍾･座駄尊）

･＝－ディネーターについては､セミナー､イベント等の企画､運営に従卒した腫験があることb事業運営に関して関係者(労働同、
静岡県､経済団体､学校､市町村淳)との調整腿力を有しており､屈111労働1W勢に明るいこと。
･事務員については､専務作猫に必唖なパソーン操作スキル(ワード･エクセル等)を有していること③



3.年度別の事業実施について

平成24年度

目標 実施

平成25年度

目標 実施

平成26年皮

目標(計画）

Ｌ若年者の採用拡大のための広報及び啓発等

①人率セミナー

参加企業数 60社 46社 60社 35社 60社

参加者数 51人 46人

②人事担当者向けメルマガの配伯 50社

③企業訪問による広報･啓発

企業訪問数 480社 552社 480社 649社 480社

＝ンサルティング 50社 12社 50社 50社

①新聞＝ラム･ラジオ 10回 10回 8回

2.若年者に対する企業説明会の実施

①就IHRガイダンスINI他

実施向薮 6回 6回 6回 6回 6回

参加企業数 60社 83社 120社 63社 60社

参加者数 480人 220人 480人 223人 360人

②参加企業ＩＮＩ拓

参加企業 100社 110社 60社 78社 各回10社

3.若年者に対する中小企業職場見学会の実施

実施向毅 6回 6回 6回 6回 ６回

参ｶﾛ企業数 12社 12社 12社 １２社 12社

参加者数 120人 111人 120人 95人 120人

4.若年者に対する職場実習機会の確保

参加者数 50人 4人 50人 2人 50人

5.若年者による梨団的就職活動の支按

①就職力向上セミナー

実施回数 36回 33回

参加者数 720人 437人

②対鎮者別セミナー

実施回数 12回 12回

参加者数 240人 169人

6.ﾈｯﾄカウンセリングの実施

カウンセリング件数 100件 11件 100件 15件 100件

7.フリーター等に対する虻職支授

①ブリーター対象セミナー．

実施回数 3回 3回 33回 33回 ３１回

参加者数 45人 28人 660人 628人 620人

②年長フリーター対象セミナー

実施回数 3回 3回 11回 11回 12回

参加者数 45人 ４１人 165人 139人 180人

8.内定者に対する謝習会の実施

実施回数 36回 18回 36回 8回 20回

参加者数 720人 771人 720人 599人 各回5～20人

9.若年労働者の職場定着促進に関する支按

①定着セミナー

実施回数 6回 6回 4回 4回 3回

参加者数 120人 80人 80人 72人 各回20人

②出張セミナー

実施回数 10回 9回 10回

参加者数 各回5～10人 88人 各回5～10人

10.ジョプカプェ相互の連携強化に対する支援

静岡県若年者戯業支擾磯関連絡会鍵等

実施回数 ２回 2回 2回 22回 2回

11．商校中退者に対する支授 3.職場見学会､４.職場実習の対象に追加

12.その他／求職者怖報登録システムの構築

登録者数 500人 272人 500人増

(注配雍項）

.｢5.若年者による集団的就職活動の支扱｣:25年度.26年度支援メニューから削除

.｢11.高校中退者に対する支擾｣:25年度から支担メニューに追加｡25年度､26年度は｢3.職咀見学会｣.｢4.嘩増実習｣の対象者に
高校中退者を含め､支担を実施。



別紙２

実施計画

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するも

のであれば（直接実施）、再委託により実施するものであれば（再委託）

と記載すること。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期

等について記載。

※「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等

について記載。

委託事業の目的

委託事業実施期間

平成年月日～平成年月日

委託事業の概要

内容 対象者 目標 効果の把握方法

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



別紙３

企画書等概要

※提出する企画書等の概要について、下に掲げる項目について、特に特徴

的であると考えるポイントを押さえながら､指定の字数以内で簡潔にまとめ

ること（全体でＡ４．３頁以内）。

会社名：●●●

１本事業の基本的な考え方、目的（400字以内）

企画書該当頁：●～●頁

２各事業の構成、内容と目標（800字以内）

企画書該当頁：●～●頁

３実施体制（特にセンターや地域の企業、学校、行政機関等との連携

体制）（400字以内）

企画書該当頁：●～●頁

４事業者の特長（200字以内）

企画書該当頁：●～●頁

５アピールポイント（500字以内）



別紙４

(第１面）

誓 約 書

若年者地域連携事業に係る一般競争に参加するに当たり、下記項目１～４の事実に相違
がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。

※下記要件に反することが判明した場合には、番号に○ を付けたうえ 当該違反の概要を記第２面に

戦して下さい。

１予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者
であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する．
２予算決算及び会計令第７１条に該当しない者であること。
３厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中ではないこと。
４次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
なお、参加資格における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法（昭

和２３年法律第２５号）第１９３条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則(昭和３８年大蔵省令第５９号）で定められた用語のうち「親会社｣、
「子会社｣、「関連会社｣、「連結会社」の範囲とする。
①企画書提出時において､過去５年間に職業安定法(昭和２２年法律第１４１号）
又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
（昭和６０年法律第８８号）（第３章第４節の規定を除く｡）の規定又はこれらの
規定に基づく生命若しくは処分に違反していないこと。（これらの規定に違反し
て是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正指導を完了しているも
のを除く。）

②労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適
用及びこれらに係る保険料の未納がないこと（企画書提出時において、直近２年
間の保険料の未納がないこと｡)。

③法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
④障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく障
害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、
又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて
障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。

⑤高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条に
基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること（特例措置によるものも含む｡）

⑥企画書提出時から過去３年間において、法令等違反により送検された者でない
こと。

支出負担行為担当官
○○労働局総務部長殿

平成年月日

社
表

住
会
代

所
名
者

印
印



(第２面）

｢￣~~]('から4を記入する）該当項目

該当する違反の内容（具体的に記入する）

《記載項目の例》

・命令若しくは処分等の概要

・命令若しくは処分等があった年月日

・命令若しくは処分等を受けた会社名

・原処分庁

・命令若しくは処分等を受けた理由



別紙５

関係会社一覧表

Ｌ入札参加事業者

２．関係会社

(記較上の注意）

「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第

５９号）第８条に規定する「親会社」、「子会社」、「関迎会社」、「連結会社」及び当該事業者が他

の会社等の関連会社である場合における当咳他の会社等をいう。

フリガナ

商号又は名称

フリガナ

代表者氏名
主たる事務所の所在地

フリガナ

商号又は名称

フリガナ

代表者氏名
主たる事務所の所在地



別紙６

障害者の雇用状況に関する報告書

若年者地域連携事業に係る入札に参加するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第８条
に基づく障害者雇用状況報告瞥（平成年６月１日現在）の写を添付するとともに、平成年月
日（入札公告日）現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。

労働局

支出負担行為担当官

労働局総務部長殿

Ａ
事
重
土

(ふりがな）

銭人名秣

(ふりがな）

氏名又は代表

者氏名

E日名押印又は丹躯

住所

低AIgDbって

ば丘たら中岱

厨の后左地

〒

(花L）

Ｂ
囲
川
の
状
況

１常用屈」 i労働考の数

(ｲ)常用歴用労働者の数（短時間労働者を除く）

(ﾛ)短時間労偽者の数

人

JＬ

２

(ﾎ)皿度身体障害者の数

(へ)皿度身体障害者以外の身体障害者の数

(ﾄ)皿度身体障害者である短時間労働者の数

(ﾁ)ｎ度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数

(ﾘ)身体陣害者の数（(*)Ｘ２+(へ〕＋(ﾄ)＋(ﾁ)×０．５）

人

Ｉ）

３針（２の(ﾘ)＋２の(力)＋２の(し)）

４突胆川率（３／１の(二)×100）
％



別紙７

誓約書

（私／当社）は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来に

おいても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することにつ

いて同意します。

記

１契約の相手方として不適当な者

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）であるとき。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。

２契約の相手方として不適当な行為をする者

（１）暴力的な要求行為を行う者

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者。

平成年月日

住所(又は所在地）

社名又は代表者名

※個人の場合は生年月日を記載すること。

※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。



別紙７－１

毛巨と筐亘隻亭二名葬尊Ｅ

法人（個人）宅

所在地：

伝
か
女

:注）法人の場合，本様式には，登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

１入欄が足りず、役員全員を書ききれない場合は、本様式を複写して使用してください。

役職名
(フリガナ）

氏名
生年月日

性
別

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
．
女

（） 丁

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） Ｔ

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女

（） 丁

Ｓ年月日

Ｈ

男
。
女



別紙８

若年者地域連携申案に係る評眉踏準及び樗自裏

毎超については、下堕のとおりとする．

lli］

|，

７

．’
卜’｜「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「１１１「「

将■項目内巴 必須
垂且$」

探白写 比■ 例白白

宙の実睡方針（/3,点） /3０

(1) 哀務実箆のユホカGfの孟桟性

｡＊事匁の色日．目的を辺解し．その実箆に当たっての■な、基本的な肴え方力《示されている
が．

･廿桿＝⑰Ｔｍ宝■につL､て担室されているか．
・晏腿要項専陛政の迫守事項について全て迎守するとＴ■されているか．
・委託且の匹正を他の卒凍の旺理と目分して経理することとなっているか．

● 合・否 /ID

(2) 釦些としての史■空筐tb力寺
・袈韓笹寅ちに車藁を典箆できる体GIであるか．

● 合・否 /1０

(⑩ 組■・人日体制について

･本卒室を進行可低な体６０．人月が■■されているか（Ｚ事宇宙貸方盛での配已を除く）．
･低糎■盛宕、＄竃担当伝導の卒戊進行体制、役割分担坤．責任の所在が明笛に示されている
が。

･再受託をする魚ＨＷある場合．再受託の室蘭内⑪等が明酊に示されているか．

● 合・否 /1０

２１ I戎宴撞方鱗（ﾉ?扣自） /220

(1) 支抵の曳臼について

⑥■■荊由県｡､実情に合った考え方となっており、８８屯ロ県との釦樽警亡■Ｌ企車室内容となっ
ているか
･大宮田札ている＝5点

｡優れている＝３点

｡優れているレベルよりやや劣る■１点
･劣っている＝０点

②各卒哀の内専I±苞切か．利用者ニーズを踏まえた牢＝担虚となっているか

．大変優れている＝５点
．■ねている＝３国
｡優れているレベルよりやや劣る■１回

･劣っている＝Ｏ且

③各卒黛の典箆体制について、効囚的＆効中蝕む人日悔丑（紐敏・低力に座じ介瘤■など）と
なっているか

｡大変優れている。５点

｡優れている＝３点
｡■れているレベルよりやや劣る＝１点

･劣っている＝０点

④各事戎のBf■件蚊は適切か．全体スケジュールが宙1m'二立てられているか．
･大皮優れている＝５点

．優れている＝Ｓ白
･丑れているレペルよりやや劣る＝１白

･劣っている＝０点

⑤各卒虫の翼輯やﾖｶ里の把抵円己・絹四方盛・把暉時期'さ■旬か
･大皮巴れている＝５回

｡優れている＝３点
｡■れているレペルよりやや劣る＝１点
･劣っている＝０点

０．１．３．５

０．１．３．５

０．１．３．５

０．１．３．５

０．１．３．５

８

８

８

７

７

/4０

/40

/4０

/3５

/3５

(2)
その他本卒案を行うに当たり必要
となる■垂｡､窒垣U三ついて

①ＪＲ積叶田、２K立啓寅伍｡､作成・徹告．苦竹等への対応．囚人侑報の但波．傷品専の管理哀
密.二匹の堅UUnぴ保存は逼切か.

･すべてJFnGに適切である＝5白
･すべて適切である＝３点

･不＋分なものがある＝０回

００３．５ ６ /3０

３１ の他（50点） /5０

(1) これまでの写■史担'二ついて

①1ｓ再者の類似卒室にH1する車＝史竺皎垣

。■似する事凍の空堂EqDhG丑去５年GI内にある（史控迫ごＩ舍囲４コない）■５点

・類似する車＝句寅憧樫いが記壬10年以内'二ある（実喧｣自飢は問わない）＝３且
｡■似する事之の＝撞軽吐赦塑安10年以内'二ない＝Ｏ且

０．３．５ ５ /2５

② その他１０配事項について

①そのｍＨなエ夫'二より取り組む事項

｡非常に有射的かつ実現可亜性の＝い捉來＝５国
・有効的かつ翼Uu可⑪雀の＝い提案＝３点
・捉宝がない＝０点

Ｏｏ３．５ ５ /2５



別紙９

＊お手数ですが、入札前に確認させていただきたい事項がございますので、下

記へご記入いただきＦＡＸ（O54-251-7664）等で会計第一係池田宛お知ら

せください。

（ ２７年２月１６日（月）までにお願いいたします｡）

件名：平成２７年度

①業者コード：

若年者地域連携事業

②企業名称：

③企業郵便番号・住所：

④代表者氏名

Ｃ
■

⑤代表者役職：

⑥代表者電話番号：

⑦代表者ＦＡＸ番号：

⑧担当部署名称：

⑨担当者氏名：

⑩担当者連絡先郵便番号・住所：

⑪担当者連絡先電話番号：

⑫担当者連絡先ＦＡＸ番号：

⑬担当者連絡先メールアドレス：

蕊入札へq》●麺薄法〔醸'当+の番号ＩｇＯ篭|しで下きい.）

①電子入札②紙入札



別紙１０

入札書

￥ ●

件名：平成２７年度若年者地域連携事業

上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承認のうえ入札いたします。

平成年月 日

住所

商号

代表者

⑳代理人

支出負担行為担当官

静岡労働局総務部長 殿

乱



別紙１１

委任状

(住所）

私は、（氏名） を代理人と定め

下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。

記

(委任事項） 平成２７年度若年者地域連携事業

平成年 月日

住所

商号

⑳代表者

支出負担行為担当官

静岡労働局総務部長殿



別紙１２

平成 年 月日

支出負担行為担当官

静岡労働局総務部長殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 ③

電子入札案件の紙入札方式での参加について

賀部局発注の下記入札案件について、

ので、紙入札方式での参加を致します。

電子調達システムを利用して入札に参加できない

記

１入札案件名平成２７年度若年者地域連携u｢業

1遜子調達システムでの参加ができない理由

(記入例）

・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため

２

備考用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４とする。



別紙1３

入札封筒封印例

支出負担行為担当官静岡労働局総務部長殿

株式会社○○○○

封
筒
表
面 塵ヨ

３月５日開札

平成27年度若年者地域連携事業入札薑在中

封
筒
裏
面

代現印代

代丑印印

〒ooo-oooo静岡県○○市ＯＴ目○番○
○号

代表取締役。。。｡⑥
株式会社ＣＣＯＯ

代理人ＣｏＣｏ⑦

代
人印



(別紙１）

若年者地域連携事業委託要綱

若年者地域連携事業（以下「連携事業」という。）の委託については、この要綱に

定めるところによる。

(事業の目的）

第１条本事業は、地域の実情に応じ、次に掲げる事業を実施することにより、地

域の関係者による効果的な若年者雇用対策の推進を図ることを目的とする。

（１）若年者の採用拡大のための広報・啓発等

（２）若年者に対する企業説明会の実施

（３）若年者に対する中小企業職場見学会

（４）若年者に対する職場実習機会の確保

（５）若年者による集団的就職活動の支援

（６）ネットカウンセリングの実施

（７）フリーターに対する就職支援

（８）年長フリーター等に対する就職支援

（９）内定者に対する講習会の実施

（10）若年労働者の職場定着促進に関する支援

（11）ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援

（12）高校中退者に対する就職支援

（13）サービス向上等のための取組の実施

（14）その他関連事業

(委託先）

第２条連携事業は、前条の目的に基づき、厚生労働省（都道府県）労働局長（以

下「委託者」という。）が、前条に規定する連携事業の目的を達成できると認め

られる者（以下「受託者」という。）に委託して実施するものとする。

２委託者は、前項の委託を行う場合、連携事業の内容、連携事業の実施に要する

経費、その他必要な事項を、速やかに厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策

部若年者雇用対策室（以下「若年者雇用対策室」という。）に通知するものとす

る。

(委託の申入れ）

第３条委託者は、前条第２項で通知した連携事業の内容、連携事業の実施に要す

る経費、その他必要な事項を明記の上、この要綱を添えて、受託者に若年者地域



連携事業委託依頼書（様式第１号）により、受託者に対し委託の申入れを行うも

のとする。

(受託の通知）

第４条受託者は、前条の申入れを承諾したときは、当該申入れを受けた日から１

４日以内に、受託書（様式第２号）及び実施計画書（様式第３号）を委託者に提

出するものとする。

(契約）

第５条委託者は、前条の規定により提出された提出書類について審査し、適当と

認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省（都道府県）労働局総務部長（以

下「支出負担行為担当官」という。）にその旨通知し、支出負担行為担当官は実

施計画書について審査し、適当と認めるときは、委託契約書（様式第４号）によ

り受託者と契約を締結するものとする。

２委託者は、前項の規定に基づき、受託者と契約を締結した委託契約書の写しを、

速やかに、若年者雇用対策室に通知すること。

３若年者雇用対策室は、前項の規定に基づき通知された委託契約書の内容につい

て、疑義がある場合は、委託者に意見を述べることができるものとする。

(実施計画等の変更）

第６条委託者は、前条の規定により契約を締結する連携事業（以下「委託事業」

という。）の内容又は委託費の額を変更する必要が生じたときは、若年者雇用対

策室に協議のうえ、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象とし

て選定された事業（以下「民間競争入札対象事業」という。）の場合は競争の導

入による公共サービスの改革に関する法律（以下「基本法」という｡）第２１条

第２項に基づく手続を経たうえで、その旨を支出負担行為担当官に通知するとと

もに、委託事業変更通知書（様式第５号）により、その旨を受託者に通知するも

のとする。

２受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業実施

計画変更承認申請書（様式第６号）（以下「変更申請書」という。）を支出負担

行為担当官を経由して委託者に提出し，その承認を受けなければならない。

（１）実施計画書に掲げる事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く。）

（２）委託事業対象経費の配分を変更する場合（人件費及び消費税を除く委託対象

経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の２０％以内の

配分の変更を除く。）

３委託者は､受託者から提出された変更申請書について、これを承認するときは、

支出負担行為担当官に通知するとともに、変更申請書の写しを、速やかに若年者



雇用対策室に通知すること。若年者雇用対策室は、通知された変更申請書の内容

について、疑義がある場合は、委託者に意見を述べることができるものとする。

４支出負担行為担当官は、前項の通知を受け、連携事業の目的等に照らし適当と

認めるときは、民間競争入札対象事業の場合は基本法第２１条第２項に基づく手

続を経たうえで、委託事業変更委託契約書（様式第７号）により契約の変更を行

うものとする。

５受託者は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止（廃止）

承認申請書（様式第８号）（以下「中止申請書」という。）を支出負担行為担当

官を経由して委託者に提出し、その承認を受けなければならない。

６委託者は、受託者から中止申請書が提出されたときは、若年者雇用対策室に

協議のうえ、承認するものとする。

(実施状況報告書）

第７条受託者は、委託事業の実施状況について、委託者に対し、別に定める期日

までに委託事業実施状況報告書（様式第９号）を提出しなければならない。

(委託費の概算払）

第８条委託事業に要する経費（以下、「委託費」という。）は、原則として支払

うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、受託者が概算での

支払を希望する場合は、委託者は受託者の資力、委託事業及び事務の内容等を勘

案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認が

あった場合において、国の支払計画の額の範囲内において概算払を行うことがで

きる。

(実施結果報告及び委託費の精算報告）

第９条受託者は、国の会計年度ごとに、委託事業が終了（中止又は廃止の承認を

受けた場合及び国の会計年度が終了した場合を含む。以下同じ｡）した日から３

０日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに、委託事業実施結果・

精算報告書（様式第10号）（以下「実施結果・精算報告書」という。）を支出負

担行為担当官を経由して委託者に提出しなければならない。

(委託費の確定等）

第10条委託者は、前条の規定に基づき実施結果・精算報告書の提出を受けたとき

は、速やかに、その内容を審査し、適当と認めたときは、支出負担行為担当官に

通知し、支出負担行為担当官は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じ調査

等を実施し、適当と認めるときは、委託費の額を確定し、委託費確定通知書（様

式第１１号）（以下「確定通知書」という。）により、速やかに受託者に通知する



ものとする。

２委託費の額の確定は、概算払による場合は交付した委託費の額、精算払による

場合には委託契約書に定める委託費の額を事業に要した額と比較していずれか低

い額をもって確定する。

３前項の規定に基づき委託費の額を確定した結果、受託者に交付された委託費に

不足が生じたときは、受託者の負担とする。

４委託者は、第１項の規定に基づき委託費の額が確定したときは、速やかに、実

施結果・精算報告書及び確定通知書の写しを､若年者雇用対策室に通知すること。

(委託費の支払）

第11条受託者は、第８条の規定に基づき概算払の承認を得たとき又は、前条第１

項の規定により、確定通知書を受けたときは、委託費（概算払）請求書（様式第

１２号）を作成し、委託者及び支出負担行為担当官を経由して官署支出官厚生労働

省（都道府県）労働局長（以下「支出官」という｡）に提出するものとする。

２支出官は前項の請求書を受理した日から３０日以内に受託者に支払うものとす

る。

３支出官は自己の責めに帰する事由により、前項に定める期間内に支払わない時

は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣

が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。

(概算払時における委託費の返還）

第12条受託者が第８条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で、かつ、第

１０条第２項の規定により委託費の額を確定した結果、受託者に交付した委託費

に残額が生じたときは、支出負担行為担当官は、期間を定めて、その残額の返還

を委託費確定通知及び返還命令書（様式第13号）により、受託者に命じるものと

する。この場合において、第１０条第１項の規定による受託者への通知は省略で

きるものとする。

(補助金等の報告）

第13条受託者が国所管の公益法人である場合は、この委託事業に係る支出明細書

（様式第14号）を作成し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対す

る割合を示す書類を添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開す

るとともに、決算後１０日を経過した日又は翌年度７月１０日のいずれか早い日

までに委託者（及び厚生労働省以外の法人所管府省）に報告するものとする。

(委託の取消）

第14条委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、



支出負担行為担当官の承認を受けて、委託事業の遂行の全部若しくは－部の停止

を命じ又は取り消すことができる。

（１）第５条の規定による契約に違反したとき

（２）事業を遂行することが困難となったとき

２委託者は、前項の規定に基づき委託事業を停止又は取り消した場合は、速やか

に、若年者雇用対策室にその旨を通知すること。若年者雇用対策室は、通知され

た内容について、疑義がある場合は、委託者に意見を述べることができるものと

する。

３委託者は、同条第１項の規定に基づき委託事業を停止又は取り消した場合は、

委託費の全部又は一部を交付しないことができる。

(財産の帰属）

第15条受託者の委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等（以

下「財産」という｡）は、委託者に帰属するものとする。

(財産処分の制限等）

第16条受託者は、委託事業の実施に伴い取得した財産については、善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を

図らなければならない。

２受託者は、委託事業の実施に当たり、受託者が所有する設備、機械・器具及び

備品（以下「機器等」という。）を使用することを原則とするが、別途、機器等

の整備が必要となる場合、当該調達方法については、特段の事情がない限り賃貸

借契約で対応することとする。なお、機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管

理上必要な事項を記録しなければならない。

３委託事業の終了等により財産の処分が発生する場合には、財産処分承認申請書

（様式第１５号）を支出負担行為担当官に提出し、その承認を受けなければなら

ない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売り払いに

より収入があったときは、国に納付しなければならない。

４委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、支出負担行為担当官が指定したも

のについては、委託事業が終了したときは、受託者はこれを支出負担行為担当官

に返還するものとする。

(一括再委託の禁止等）

第17条受託者は第５条の規定に基づく契約を履行する場合において、委託契約の

全部を一括して再委託することを禁止する。

２受託者は第５条の規定に基づく契約を履行する場合において、委託契約の一部

を再委託する場合には、あらかじめ、若年者地域連携事業再委託承認申請書（様



式第16号）を支出負担行為担当官に提出し、その承認を受けなければならない。

また、承認を受けた内容を変更する場合には若年者地域連携事業再委託内容変

更承認申請書（様式第１７号）により同様の承認を受けることとする。

なお、受託者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う

当該第三者（以下「再委託者」という。）の行為について、委託者に対し全ての

責任を負うものとする。

(委託契約の履行体制に関する書類の提出）

第18条受託者は、前条の規定により再委託の承認を受けた場合において、再委託

の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数

の段階の内容について、様式第16号又は様式第17号に準じた書面を作成し、委託

者に提出しなければならない。また、報告した内容に変更が生じた場合も同様と

する。なお、複数の段階で再委託した者の行為においても、受託者は委託者に対．

し全ての責任を負うものとする。

(書類の備付け及び保存）

第19条受託者は、委託事業の実施経過並びに委託事業の実施に伴う収入及び支出

の状況を明らかにするため、事業に係る会計を他の経理と区分して帳簿及び一切

の証拠書類並びに事業内容に係る書類等を国の会計及び物品に関する規定に準じ

て整備するものとする。

２前項の書類等は、委託事業が終了した日の属する年度の終了後５年間、又は現

に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検

査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならな

い。

(調査）

第20条委託者は、受託者による事業の適正かつ確実な実施を確保する必要がある

と認めるときは、受託者に対し、必要な報告を求め、又は受託者の事務所（又は

事業実施場所）に立ち入り、事業の実施状況若しくは帳簿書類等その他の物件を

検査し、若しくは受託者に質問することができることとする。

２委託者は、受託者が再委託を行っている場合で、再委託先に対し前項と同様の

措置を講ずることができることとする。

(個人情報の管理）

第21条受託者は、個人情報の保護に関する法律等の適用を受けるものであり、こ

の契約により保有した個人情報の取扱いにあたっては、漏えい、滅失又はき損の

防止その他の保有個人情報の適正な管理に努め、その内容をみだりに他人に知ら



せ、又は不当な目的に利用してはならない。

(守秘義務等）

第22条．受託者は、委託事業に関して知り得た秘密を委託者の承認なしに他に漏ら

し、又は他の目的に使用してはならない。

(その他）

第23条この要綱に定めのない事項については、その都度、委託者と受託者双方が

協議して定めるものとする。

０



(様式第１号）

番号

平成年月日

殿

厚生労働省（都道府県）労働局長

〆

若年者地域連携事業委託依頼書

標記について、下記の委託事業を受託されたく御依頼申し上げます。

なお、受託について御承諾いただいた場合は、別添の若年者地域連携事業委託要綱

を参照の上、受託書（様式第２号）及び実施計画書（様式第３号）を提出いただくよ

うお願いいたします。

記

委託事業名

若年者地域連携事業

１

委託事業の内容、

若年者地域連携事業委託要綱に基づく事業の実施

２

委託経費 金３

委託期間４

平成年月日から平成年月 日まで



(様式第２号）

番

平成

号

月日年

書受 託

厚生労働省（都道府県)労働局長．殿

（職業安定部経由）

受託者名 印

平成年月日付け発第号により委託の申入れのあった若年者地

域連携事業の実施を受託します。

なお、具体的な実施については、実施計画書（様式第３号）によることとします‘



(様式第３号）

番号

平成年月日

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（職業安定部経由）

受託者名

実施計画書

別紙１の実施計画により実施することとし、当該若年者地域連携事業については、別紙１の実施計画により実】

実施計画に係る所要経費の内訳については別紙２のとおりです。



(様式第３号）

別紙１

実施計画

受託者名

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載するこ

と。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

※「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等につい

て記載。

※事業費の内訳は、別紙２「事業費積算の内訳」のとおり。

委託事業の目的

委託事業実施期間

平成年月日～平成年月日

委託事業の概要

内容 対象者 目標 効果の把握方法

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



(様式第３号）

別紙２

事業費積算内訳

受託者名

委託事業対象経費 委託費の額 備考

①管理費

②事業費

③消費税

円
円

円

合計 円



(様式第４号）

委託契約書

若年者地域連携事業委託要綱（以下「委託要綱」という。）に基づく平成・年度

における事業の委託について、支出負担行為担当官厚生労働省（都道府県）労働局

総務部長○○○○（以下「甲」という｡）と受託者○○○○（以下「乙」という｡）

とは次のとおり契約を締結する。

(委託事業）

第１条甲は、乙に対し、別紙１「実施計画」に掲げる若年者地域連携事業（以下

「委託事業」という。）の実施を委託する。

(委託事業の遂行）

第２条乙は、甲が定めた委託要綱及び実施計画書（様式第３号)、民間競争入札

対象事業の場合は「若年者地域連携事業民間競争入札実施要項」（以下「実施要

項」という｡）により委託事業を実施しなければならない。

(委託金額）

第３条甲は、乙に対して委託事業に要する経費として、別紙２「委託費交付内訳」

のとおり委託費を交付する。

(委託期間）

第４条委託事業の委託期間は、平成年月日から平成年月日までとす

る。

●

(他用途使用の禁止）

第５条乙は、委託金額をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外には使用して

はならない。委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠

くような過大な支出は禁止する。

(委託費の支払）

第６条委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものと

する。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業

及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣



に協議し、その承認があった場合において国の支払計画の額の範囲内において、

概算払をすることができるものとする。

２乙は、委託費の支払を受けようとするときは、委託者及び甲を経由して官署支

出官厚生労働省（都道府県）労働局長（以下「支出官」という。）に対して、委

託費（概算払）請求書（様式12号）（以下「請求書」という。）を提出するもの

とする。

３支出官は、前項の請求書を受理した日から３０日以内に、乙に支払うものとす

る。

４支出官は自己の責めに帰する事由により、前項に定める期間内に支払わない時

は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣

が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。

(実施結果及び精算報告書の提出）

第７条乙は、国の会計年度ごとに、委託事業が終了（中止又は廃止の承認を受け

た場合及び国の会計年度が終了した場合を含む。以下同じ｡）したから３０日を

経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに、委託事業実施結果・精算報

告書（様式第10号）（以下「実施結果・精算報告書」という。）を甲に提出しな

ければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿

等で突合及び確認するとともに、実施結果・精算報告書の支出額・残額とも帳簿

等において確認しなければならない。

(委託費の確定等）

第８条甲は､委託要綱第１０条の規定に基づき、委託費の額を確定した場合には、

委託費確定通知書（様式第11号）により乙に通知するものとする。

２乙が委託要綱第８条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で、かつ、委

託要綱第１０条第２項の規定に基づき委託金額の確定の結果、乙に交付された委

託金額に残額を生じたとき又は交付した委託費により発生した収入がある場合

は、甲は、乙に対して期日を定めて返還を求めるものとする。

３前項の規定に基づき、委託金額の確定の結果、乙に交付された委託金額に不足

が生じたときは、乙の負担とする。

(契約の解除等）

第９条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託費の全部

又は－部の交付を停止し、若しくは返還を求め、又は契約を解除若しくは変更す

ることができる。

－委託契約若しくは契約に参加するための資格に定めた法令等に違反した場合

（違反が発覚した場合を含む）



二第１３条の結果、虚偽の報告等が発覚した場合

三甲が委託事業の適正な実施を確保するために必要があると認める場合に行う

指示に従わない場合

四委託事業を適正に実施することが困難である場合

五民間競争入札対象事業の場合は実施要項７(6)⑭のいずれかに該当する場合

２前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は瓢委託事業の残

務の処理が完了するまで、甲乙間の協議に基づきこれを処理するものとする。

(契約の変更）

第10条甲は、必要が生じたときは、委託事業の内容を変更することができる。

２乙は、委託事業の内容を変更しようとするときは又は委託事業を中止若しくは

廃止しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。

３乙は、委託事業が予定の期間内に完了しないとき又は委託事業の遂行が困難と

なったときは、速やかに甲に報告し、その指示を受けなければならない。

(再委託の承認等）

第11条乙は、契約を履行する場合において、再委託を行う場合には、あらかじめ、

委託要綱第１７条の規定に基づき、甲の承認を受けなければならない。また、承

認を受けた内容を変更する場合にも同様とする。

なお、乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該

第三者（以下「再委託者」という。）の行為について、甲に対し全ての責任を負

うものとする。

２乙は、前項の規定により再委託の承認を受けた場合において、再委託の相手方が

再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、委託要綱第１８条の

規定に基づき、当該複数の段階の内容について、書面により委託者に通知しなけ

ればならない。また、報告した内容に変更が生じた場合も同様とする。

なお、乙は、委託業務の一部が再々委託など複数の段階で再委託が行われたと

きは、複数の段階で再委託した業務に伴う行為についても、甲に対し全ての責任

を負うものとする。

(関係書類の整備・保存等）

第12条乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る

会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、会計帳簿、振込書・領

収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。

２前項の書類等は、委託事業が終了した日の属する年度の終了後５年間、又は現

に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検

査、訴訟等が終了するまでの問のいずれか遅い日までの間保存しなければならな



い。

(実施に関する調査等）

第13条委託者は、乙による事業の適正な実施を確保する必要があると認めるとき

は、乙に対し、必要な報告を求め、又は乙の事務所（又は事業実施場所）に立ち

入り、事業の実施状況若しくは帳簿書類等その他の物件を検査し、若しくは乙に

質問することができることとする。

２委託者は、乙が再委託を行っている場合で、必要と認めるときは、再委託先に

対して、前項と同様の措置を識ずることができることとする。

(物品の処分等）

第14条乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産を処分するに当たっては、委

託要綱第１６条によるほか、甲の指示を受けるものとする。

２乙は、委託期間満了も含め委託事業終了後においては、委託事業の実施に伴っ

て取得した財産について、甲が指定したものは、委託者に返還し、それ以外を売

払って収入があったときは、国に納付することとする。

(郵券等の使用禁止）

第15条郵券等については、予め購入することは禁止する。ただし、郵送に係る必

要最小限の枚数を、その都度購入することは可能とする。なお、回数券、プリペ

ードカード等を委託費により購入することは禁止する。

(違約金）

第１６条甲は、第９条、第２５条、第２６条及び第２８条第２項の規定により契約を

解除したときは、違約金として第３条の金額の１０８分の１００に相当する金額の１０

％に相当する金額を乙に請求するものとする。この場合のいや金の請求は、次条

に定める損害賠償の請求を妨げるものではない。

(損害賠償）

第17条乙は、この契約に違反し又は乙の故意若しくは重大な過失によって甲に損

害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなけれ

ばならない。なお、甲から乙に損害賠償を請求する場合において、原因を同じく

する支払済の違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償に

ついて、支払済額とみなす。

(延滞金及び加算金）



第１８条乙は、第８条第２項及び前条の規定による金額を甲の指定する期日までに

支払わないときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じて、年５

％の割合で計算した金額の範囲内の金額を延滞金として支払わなければならな

い。

２乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経

費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った、若しくは証拠書類等の滅

失・毅損等による使途不明等「重過失」に行った不正行為及び重大な過失につい

ては、当該委託費の一部又は全部の返還を求め、さらに委託費を受領した日の翌

日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年２０％の割合で計算した金

額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反

等「過失」によるものは、不適切な金額のみの返還とし、加算金を課さないこと

とする。

３甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認める

ときは、不適切な金額の全部又は－部を免除することができる。

４第２項の委託費の返還については、第１項の規定を準用する。延滞金、元本（返

還する委託費）及び第２項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、

加算金、延滞金、元本の順とする。

(談合等の不正行為に係る解除）

第19条甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又

は一部を解除することができる。

一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあ

っては、その役員又は使用人。以下同じ｡）に対し、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」とい

う。）第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に

該当する行為の場合に限る｡）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法

第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む｡）

の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１３項若

しくは第１６項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

二乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは

同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公

訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを

含む｡)。

２乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１３項又

は第１６項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写し

を甲に提出しなければならない。



(談合等の不正行為に係る違約金）

第20条乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部

又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、

甲の指示に基づき、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、

変更後の契約金額）の１０８分の100に相当する金額の１００分の１０に相当する

額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第

８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限

る｡）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第６６条

第４項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

二公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む｡）の規定による課

徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第６６条第４項の規定による当

該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。

三公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１３

項又は第１６項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。

２乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

３第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(違約金に関する遅延利息）

第21条乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、

乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
●

(支払状況の確認）

第22条乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の

勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければなら

ない。特に、乙が複数の事業を受託している場合は、それぞれの事業での個人・

別等の業務分担表を作成し、明確に業務分担を行うものとする。

２乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づ

き、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概

算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。特に、

中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。また、航空賃を

支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでな



く、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給に努

めなければならない。

３乙は、物品・役務等は契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払を行

わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するも

のとする。

(個人情報の取扱い）

第23条乙は、この契約により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

２乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が

記録された資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

３乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が

記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写

し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製し

た場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。

４乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自ら

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了日の

日に属する年度の終了後５年間保存するものとし、保存期間経過後、適正な方法

で廃棄しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によ

るものとする。

５乙は､個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、

事案の発生した経緯、被害状況等について委託者に報告するとともに、委託者の

指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければな

らない。

(委託事業に係る支出明細書）

第24条乙が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１８年法律第５０号）（以下「整備法」という。）第４２条第１項に規定

する特例社団法人又は特例財団法人（以下「特例民法法人」という｡）である場

合は、この委託事業に係る支出明細書（様式第14号）を作成し、国からの補助金

等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類を添付した上で、計算書

類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、決算後１０日を経過した日又

は翌年度７月１０日のいずれか早い日までに、委託者及び整備法第９５条の規定

により、なお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関に報告す

るものとする。

(属性要件に基づく契約解除）



第25条甲は、乙が次の各号の－に該当すると認められるときは、何らの催告を要せ

ず、本契約を解除することができる。

－法人等（個人、法人又は団体をいう｡）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう｡）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関

与している者をいう｡）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ｡）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ｡）

であるとき

二役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき

四役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき

五役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

き

(行為要件に基づく契約解除）

第26条甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場

合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

－暴力的な要求行為

二法的な責任を超えた不当な要求行為

三取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

四偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為

五その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第27条乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ

ても該当しないことを確約しなければならない。

２乙は、前２条各号の－に該当する者（以下「解除対象者」という｡）を下請負人等

（下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む｡）及び再委託者

（再委託以降のすべての受託者を含む｡）並びに自己又は再受託者が当該契約に関し

て個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ｡）としないことを確約

しなければならない。



（下請負契約等に関する契約解除）

第28条乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに

当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしな

ければならない。

２甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請

負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下

請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措

置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（契約解除に基づく損害賠償）

第29条甲は、第２５条、第２６条及び第２８条第２項の規定により本契約を解除した場

合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２乙は、甲が第２５条、第２６条及び第２８条第２項の規定により本契約を解除した場

合において（甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第３０条乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ

うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」

という｡）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させ

るとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜

査上必要な協力を行うものとする。

（契約保証金）

第３１条甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(委託事業の引継ぎ）

第３２条国の会計年度又は委託事業が終了（中止又は廃止を含む｡）し、委託者が

本事業を委託する次の事業者（以下「後任者」という。）が乙でない場合には、

当該事業の引継ぎについて、次の各号のとおり行うこととする。

－乙は後任者に対し、後任者決定日から委託契約開始予定日前日までの間に引

継ぎを完了しなければならない。

二引継ぎに要する費用は後任者の負担とし、後任者に業務に必要な知識等の移

転が終了するまで行うものとする。

(契約書の解釈等）

第33条前各条に定めるほか、この契約に関し、条文の解釈に疑義が生じたとき、

又は各条文に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上決定するもの



とする。

甲及び乙は、この契約の条項を誠意をもって履行し、委託事業の実施に努める

とともに、この契約の成立の証として、この契約書２通を作成し、双方記名押印

２

の上、甲乙それぞれ１通を保持する。

平成年月日

甲支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長 ○○○○

乙受託者名

○○○○

』
甲



(様式第４号）

別紙１

実施計画

受託者名

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載するこ

と。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

※「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等につい

て記載。

※事業費の内訳は、別紙２「事業費積算の内訳」のとおり。

委託事業の目的

委託事業実施期間

平成年月日～平成年月日

委託事業の概要

内容 対象者 目標 効果の把握方法

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



(様式第４号）

別紙２

委託費交付内訳

(平成●●年度分）

区分 金額 備考

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

円
円

円

合計 円



(様式第５号）

番号

平成年月日

(受託者）殿

厚生労働省（都道府県）労働局長

委託事業変更通知書

若年者地域連携事業実施計画に、下記の変更が生じたので通知いたします。

記

変更事項１

L-qP

変更理由２



(様式第６号）

番号

平成年月日

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（支出負担行為担当官経由）

受託者印

委託事業実施計画変更承認申請書

平成年月日付けをもって提出した若年者地域連携事業に係る実施計画

を下記により別紙１及び別紙２のとおり変更したいので申請します。

記

変更事項１

変更年月日２

変更理由３

当初契約額４

変更後契約額

戸
○



(様式第６号）

別紙１

実施計画

受託者名

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載するこ

と。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

※「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等につい

て記載。

※事業費の内訳は、別紙２「事業費積算の内訳」のとおり。

委託事業の目的

委託事業実施期間

平成年月日～平成年月日

委託事業の概要

内容 対象者 目標 効果の把握方法

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



(様式第６号）

別紙２

事業費積算内訳

受託者名

委託事業対象経費 委託費の額 備考

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

円
円
円

合計 円



(様式第７号）

委託事業変更委託契約書

平成年月日付けで支出負担行為担当官厚生労働省（都道府県）労働局総

務部長○○○○（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）との間

で締結した若年者地域連携事業に係る委託契約書について、当該契約書第１０条に基

づき、下記のとおり契約を変更する。

記

１委託契約書第１条の別紙１「実施計画」を別紙１のとおり変更する。

２同第２条の実施計画書（様式第３号）を平成年月日付け委託事業実施計

画変更承認申請書に変更する。

３同第３条の別紙２「委託費交付内訳」を別紙２のとおり変更する。

この契約の成立の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、それ

ぞれ１通を保有するものとする。

平成年月日

甲支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長印

乙受託者名 印



(様式第７号）

別紙１

実施計画

受託者名

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載するこ

と。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

※「効果の把握方法」には目標達成のための実績の把握方法・把握時期等につい

て記載。

※事業費の内訳は、別紙２「事業費積算の内訳」のとおり。

委託事業の目的

委託事業実施期間

平成年月日～平成年月日

委託事業の概要

内容 対象者 目標 効果の把握方法

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



(様式第７号）

別紙２

委託費交付内訳

委託事業対象経費 委託費の額 備考

当
初
額

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

合計

円

円

円

円

変
更
付
額

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

合計

円

円

円

円

増

減

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

合計

円

円

円

円



(様式第８号）

番

平成年月

号

日

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（支出負担行為担当官経由）

受託者 印

承認申請書委託事業中止（廃止）

日付けをもって契約を締結した若年者地域連携事業の 部（全平成年月日付けをもって契約を締結した若」

部）を下記により中止（廃止）したいので、申請します。

記

１中止（廃止）する事業内容

２中止（廃止）する理由

３中止期間（廃止年月日）

中止期間 平成

平成

平成

日から

日まで

日）

年
年
年

月
月
月

(廃止年月日



●

(様式第９号）

番号

平成年月日

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（職業安定部経由）

受託者印

委託事業実施状況報 告 書

平成年月日付けをもって契約を締結した若年者地域連携事業の実施状

況を別紙により報告いたします。

●



０

(様式第９号）

別紙

委託事業実施状況報告書

受託者名

「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載する

こと。

「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

※

※

委託事業

の内容

計画

対象者 目標

実施状況

及び目標達成率

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】

O

、



(様式第10号）

番号

平成年月日

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（支出負担行為担当官経由）

受託者印

委託事業実施結果・精算報告書

平成年月日付けをもって契約を締結した若年者地域連携事業の実施結

果・精算について下記のとおり報告します。

記

１実施結果報告（別紙１のとおり）

２精算報告（別紙２のとおり）

（１）収入額（委託契約額）

（２）支出額

（３）差引額（（１）－（２））

（４）雑収入（預金利息等）

（５）返還額（（３）＋（４））

円
円
円
円
円

注：精算払いの場合、「(1)収入額」欄は、（変更後）委託契約額とし、「(3)差引

額」及び「(5)返還額」の事項は省略して差し支えない。

３委託費支出内訳明細（別紙３のとおり）



(様式第10号）

別紙１

事業実施結果報告書

受託者名

※「事業名」には、事業名のほか、（）内に当該事業が直接実施するものであ

れば（直接実施)、再委託により実施するものであれば（再委託）と記載するこ

と。

※「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等につ

いて記載。

委託事業

の内容

計画

対象者 目標

実施状況

及び目標達成率

【事業名】●●●（直接実施・再委託）

【事業概要】



(様式10号）

別紙２

委託費支出等実績

受託者名

(単位：円）

①流用後の額 （①－②）
区分

収入額

国（交付額） 流用増減額 ①流用後の額
②支出額

返還額

(①－②） 利息等収入 合計

①人件費

②一般管理殻

③事業費

④消費税

合計



(様式第10号）

別紙３

委託費支出内訳明細

受託者名

※再委託を行った場合は、再委託に係る経費の明細について添付すること。

委託事業対象経費 支出額 備考

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

円

円

円

合計 円



(様式第11号）

番号

平成年月日

(受託者）殿

支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長

委託費確定通知 書

平成年月日付けをもって契約を締結した若年者地域連携事業の実施に係る委

託費の額については､平成年月日付け委託事業実施結果・精算報告書に基づき、

若年者地域連携事業委託要綱第１０条の規定により下記のとおり確定したので通知し

ます。

記

委託契約額 円１

確定額 円２



(様式第12号）

番号

平成年月日

支出官

厚生労働省（都道府県）労働局長殿

（職業安定部経由）

受託者印

委託賢（慨算払） 請 求 書

平成年月日付け契約を締結した若年者地域連携事業の実施に係る経費に

ついて別紙のとおりであるので、下記金額を交付されたく請求します。

Ｐ

記

請求金額 円也金

（第

人件費

一般管理費

事業費

消費税

１

･四半期）

円

円

円

円

①
②
③
④

(内訳）

振込先２

振込先金融機関・店舗名

預金種別

口座番号

（フリガナ）

口座名義

名義人住所



(様式第１２号）

別紙

委託事業経費状況

受託者名

(単位：千円）

区分 委託契約額
受入済額

(Ａ）

支出済額

(Ｂ）

第・四半期

支出予定額

(Ｃ）

合計

Ｄ（Ｂ＋Ｃ）

第・四半期

請求額

(Ｄ－Ａ）

①人件費

②一般管理費

③事業費

④消費税

合計



(様式第13号）

番号

平成年月日

(受託者）殿

支出負担行為担当官,

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長

委託費確定通知及び返還命令書

平成年月日付けをもって契約を締結した若年者地域連携事業の実施に係る委

託費の額については､平成年月日付け委託事業実施結果・精算報告書に基づき、

若年者地域連携事業委託要綱第１０条の規定により下記のとおり確定したので通知し

ます。

なお、確定額を超えて既に交付されている委託費及び交付した委託費により発生し

た収入については、若年者地域連携事業実施要綱第１２条及び委託契約書第８条の規

日までに下記金額の返還を命じます。定により、平成年月

記

１委託契約額 円

２確定額 円

３返還額

（１）委託費の残額

（２）預金利息

円
円
円



(様式第14号）

平成○○年度補助金等支出明細書

(注）千円未満の端数は四捨五入すること。

1．補助金等の名称

２．事業の目的及び内容

(1)目的

(2)具体的な内容

３．交付実績額 千円（Ａ）

４．

篝 合計

千円

千円

金額

千円

千円

千円

千円

内容

合計

５．外部への支出

1厘三支出内容 支出先

６．その他

内容 金額

千円

千円

合計千円

7．再補助・再委託の割合 ％（Ｂ／Ａ）



(様式第15号）

番号

平成年月日

支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長殿

受託者印

財産処分承認申請書

今般、平成年度若年者地域連携事業により取得した財産について、下記のとお

りの処分を認められたいので、委託要綱第16条の規定により承認申請いたします。

記

１．財産の品目

2．数量

3．取得年月日

４．耐用年数

取得価格●

Ｆ
Ｄ

６．取得後の使用状況

７．処分事由及び方法

※譲渡を希望する場合は、相手名、譲渡理由、譲渡希望額及び算定方法も記載す

ること。



(様式第16号）

年月日

支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長殿

住所

受託者名印

若年者地域連携事業再委託承認申請書

平成年度若年者地域連携事業の実施に当たり、その 部を下記により再委託する

こととしたいので申請します。

記

再委託の相手方

住所

氏名

１

再委託を行う業務の範囲２

再委託の必要性３

再委託を行う金額４

再委託先ごとの内容がわかるよう記載すること。(注１）再委託先が複数の場合は、

(注２）委託費の金額に対する再委託を行う金額の割合が原則として５０％を超えな

いこと。

(注３）再委託に係る事業内容及び要する経費の明細について、添付すること。



￣

(様式第17号）

年月日

支出負担行為担当官

厚生労働省（都道府県）労働局総務部長殿

住所

受託者名印

若年者地域連携事業再委託内容変更承認申請書

平成年度若年者地域連携事業の実施に当たり、その一部を下記により再委託する

こととし、平成年月日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することし

たいので申請します。

記

(注１）再委託先が複数の場合は、再委託先ごとの内容がわかるよう記載すること。

(注２）委託費の金額に対する再委託を行う金額の割合が原則として５０％を超えな

いこと。

(注３）再委託に係る事業内容及び経費の明細について、添付すること。

(変更前） (変更後）

１再委託の相手方

２再委託を行う業務の範囲

３再委託の必要性

４再委託を行う金額


